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１ 「第 73回全国植樹祭いわて 2023」の開催に係る協力依頼について（農林水産部）  ［資料 10］ 

 

 

２ ＩＬＣ（国際リニアコライダー）に関する最近の状況について（ＩＬＣ推進局）  ［資料 11］ 
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 「第 73回全国植樹祭いわて 2023」の開催に係る協力依頼について 

 

 

 

１ 開催概要                                
 (1) 主催    ：（公社）国土緑化推進機構、岩手県 
 (2) 時期    ：令和５年春季（１日） 
 (3) 式典会場  ：高田松原津波復興祈念公園（陸前高田市） 
   ｻﾃﾗｲﾄ会場※：イオンモール盛岡（盛岡市）、 
          江釣子ショッピングセンター・パル（北上市） 
          久慈広域道の駅（久慈市）[令和５年完成予定] 

 (4) 行事 
  ア 式典行事 
   式典は、「プロローグ」「記念式典」「エピローグ」の３部構成で実施 

プロローグ（45 分程度） プロローグアトラクション、記念式典のご案内 

記念式典 （50 分程度） 黙とう、天皇陛下のおことば、天皇皇后両陛下の 
お手植え・お手播き など 

エピローグ（25 分程度） エピローグアトラクション 

  イ 植樹行事 県内外からの招待者による記念植樹の実施 
(5) 規模：6,000 人（招待者 4,000 人、実施本部員や協力員等 2,000 人） 
※全国植樹祭を体感できるよう、式典会場以外の広域圏にサテライト会場を設置し、ライブ中継などを実施 

    
２ 関連事業（令和４年度）                        
 (1) １年前プレイベント 
  ア 開催日：令和４年７月９日（土） 
  イ 開催地：岩手県県民の森（八幡平市） 
  ウ 内容 ：式典、植樹、ステージイベント等 
 
 (2) 木製地球儀リレー 
   県内全市町村で、全国植樹祭のシンボルである「木製地球儀」を巡回展示 
 

(3) 県内各地での PR 活動 
各市町村が行う緑化まつりや産業まつり等での PR活動の実施 

第２回県市町村連携 
推 進 会 議 資 料 
令 和 ４ 年 ２ 月 ９ 日 
農林水産部森林整備課 

第 73 回全国植樹祭について、開催会場や式典内容、関連事業など基本的な事項を定めた基本計画が決定しましたので、お知らせします。 
開催に当たっては、市町村をはじめ関係機関が一丸となり、オールいわてで取組を進める必要がありますので、市町村の皆様の御支援・ 

御協力をいただきますよう、よろしくお願いします。 

高田松原津波復興祈念公園 

「第 70 回全国植樹祭あいち 2019」の様子 

「木製地球儀リレー」（全市町村で展示） 

（2018 年 福島県） 

【基本計画】 

https://syokujusai-iwate2023.jp/imagem/files/ 

1643610215_01.pdf 

 

市町村に御協力いただきたい内容 

「木製地球儀引渡しセレモニー」の様子 
（2019 年 愛知県） 

 
資料 10 
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ＩＬＣ（国際リニアコライダー）に関する最近の状況について 

 １ ＩＬＣに関する国内外の動き                                                       

(1) 直近の主な動向 

 

 

〔2020年〕 

６月・欧州素粒子物理戦略が更新され、日本においてILCがタイムリーに進めば、欧州

はILCに協力することとされた（米国では、2014年のP5（素粒子物理学プロジェ

クト優先順位決定委員会）において、ILCの開発と実現をサポートすると示して

いる。） 

・KEKが「ILCプロジェクトの４段階」を公表 

８月・ILC国際推進チームが設立され、ILC準備研究所設立に向けた活動を開始 

・東北ILC事業推進センターが発足し、建設準備のための実務的な調査検討を開始 

10月・国際会議AWLC2020で、米国政府（エネルギー省、国務省）がILCに対する強い関

心や支持、国際協議継続の姿勢を表明 

〔2021年〕 

６月 

ILC国際推進チームが、ILC建設開始に向けて、技術開発と政府間交渉のサポートを目的とする「ILC準備研究所設立に関する提

案書」を公表 

高エネルギー物理学研究者会議・KEKが、ILCに関する有識者会議及び日本学術会議から指摘された課題の解決に向けた取組の

現状や今後の方策と見通しをまとめた「ILC計画に関する主な課題について」を公表 

７月 
文部科学省が「ILCに関する有識者会議（第２期）」を再開 

（1/20 第６回会議（最終）が開催され、年度内に取りまとめられる予定） 

10月 文部科学省が米国・仏国・独国・英国との意見交換を実施 

12月 

令和４年度政府予算案決定【文部科学省：4.8億円】（令和３年度と同額） 

・米欧との先端加速器の低コスト化に関する共同研究 3.2億円 

・ILC関連経費（KEK運営費交付金の内数）       1.6億円 

令和２年６月26日 KEKメディアサロン資料 

ILCプロジェクトの４段階 
2021年６月 

ILC準備研究所提案書 

〔2019年〕 

３月 国際将来加速器委員会（ICFA）会議において、日本政府が初めて ILC計画への関心を表明 

 

令和４年２月９日（水） 

岩手県ＩＬＣ推進局 

資料 11 
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２ 令和４年度の岩手県の取組                                                         

(1) 国への働きかけ、国民・県民理解の増進 

項目 取組の方向 具体的な取組 

１ 国への働きかけ ・国内外の動向に臨機に対応

し、超党派国会議連や推進団

体、地元自治体等と連携した

国への要望活動等を実施 

・ILC計画が着実に進展するよう研究者の活動を支援するとともに、日本政府の主導によ

る国際的な議論の推進を関係者と連携し国へ要望（政府予算要望、北東知事会要望等） 

・建設準備段階への移行に向けて、研究者の取組を建設候補地として協力、支援 

【東北ILC推進協議会、先端加速器科学技術推進協議会(AAA)と連携】 

２ 国民・県民理解

の増進 

・国民・県民の機運醸成、理解

促進の多様な取組（コミュ

ニケーション）を推進 

・普及啓発の推進（リモート等による講演会・研修会等の開催） 

・地域住民を対象とした説明会等の実施（KEK、研究者と連携） 

・イベント等への出展によるPR、SNS等を活用した国内外に向けた積極的な情報発信 

(2) 「ILCによる地域振興ビジョン」に基づく取組 

ビジョン５本の柱 取組の方向 具体的な取組 

１ 国際研究拠点

の形成支援 

 

・県内港湾を活用した機材搬

送に係る広域的な計画を具

体化 

・ILCを契機とした居住や交

通、エネルギー等に関する地

域の将来まちづくりを研究 

・大船渡港の活用を見据え、研究者の機材搬送に係る広域的な検討状況に応じた個別

の対応方策を具体化【東北ILC事業推進センターと連携】 

・岩手大学、東北ILC事業推進センター、AAAとの共同研究により、センター構成市町等

と連携しながらILCまちづくりモデルケースの策定に向けた検討を実施【東北ILC事

業推進センター】 

・法令又は任意の環境影響評価実施に係る検討状況に応じて県の支援（KEKと連携）・審

査体制等を検討 

２ イノベーショ

ンの創出 

 

・県内企業の参入促進に向け

て、関連企業の技術力向上

と人材育成の取組を推進 

・ILCからの技術移転、イノベ

ーションの創出を見据え、

岩手医大、岩手大、岩手県立

大との連携を強化 

・いわて加速器関連産業研究会による技術セミナーを実施 

・専門知識のある加速器コーディネーターを配置し、企業訪問や研究機関等とのマッチ

ングを実施。大手企業や研究機関との関係構築に向けたセミナーを開催 

・岩手ILC連携室オープンラボに試作品評価用の装置やリモート会議設備等を整備し、研究

者と企業の共同開発（技術者や設計者向けの技術指導）、国内外研究者との交流等を実施 

〔高校生等の見学・体験にも開放し、人材育成を幅広く推進〕 

・産学連携の基礎づくりに向けた県内大学等による意見交換等を継続 
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ビジョン５本の柱 取組の方向 具体的な取組 

３ ILCによるエコ

社会の実現 

 

・ILCを契機とした施設の排熱

や県産木材の活用に係る産

学官連携による共同研究を

推進 

・グリーンILCを具現化するた

めの参画企業の拡大、県民

理解を促進 

・ハスクレイによるオフライン輸送について、令和３年度のフィールド実験の結果を踏

まえ、実用化に向けた装置（容器・放熱システム）の改良等を実施 

・ILCの建設に伴う森林資源の活用方法等について検討 

・グリーンILCセミナーを開催 

・関係機関、企業への訪問等により、企業・団体の取組を働きかけ 

・農業研究センター・林業技術センターの一般公開等のイベントへの出展、グリーンILC

に関するリーフレットによるPR 

４ 外国人研究者等

の受入環境整備 

 

・外国人研究者等の生活環境

整備に向けた取組を推進 

 

・関係自治体と連携した国際支援オフィス（ワンストップサービス）の機能、体制案の

検討・試案を作成 

・外国人研究者等の子弟の教育について、ILC計画の進展に対応した具体的な受入準備

工程を検討 

５ 交流人口の拡

大、科学技術教育

水準の向上 

 

・海外に向けて、北上サイト

(岩手)の魅力等を情報発信 

・県内全域での機運醸成、理

解(コミュニケーション)を

促進 

・高校生を対象とした、ILCに

関連する幅広い分野で活躍

する人材育成の取組を推進 

 

・THE KITAKAMI TIMESによるILC情報や岩手の魅力（食や観光、生活の様子）などを発

信、県及び市町村の英語版SNSの運用連携により海外向け発信強化 

・ILC講演会（平泉黄金文化×北上山地×ILC）を開催 

・県内プロスポーツチーム等の試合やイベント等へのPRブース出展 

・地域の特産品等を使用したPRグッズを作成 

・小中学校での出前授業の実施、オープンラボ見学受入による児童生徒のサイエンス

コミュニケーションの充実 

・ILCに関連した取組を行う「ILCパートナー校（仮称）」と連携し、高校生の多様な活

動を促進 

 高校生のILCへの理解促進と科学・工学コンテスト等への参加促進を図るため、年

度初めにキックオフ講演会を開催 

 高校生を対象とした科学・工学コンテスト及びILCをテーマとした探究活動等の成

果発表会を開催 
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「いわてダ・ヴィンチ 2022」の発行について 

  

 

 

 

１ 仕 様 Ａ４版・カラー 

２ 発 行 ㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ（制作・販売を岩手県が委託） 

３ 発 売 日 令和４年１月 14日（金） 

４ 発 行 形 式 ①無料配付（60頁） 

県内高校全生徒へ配付、県内外大学での配架 

  ②有料販売（76頁） 

首都圏や県内の書店・コンビニ、通信販売等 

５ 発 行 部 数 41,500部（無料配付 37,000部、有料版 4,500部） 

６ 有料版販売価格 880円（税込） 

７ 依 頼 事 項 

 

 

各市町村の移住定住推進担当あて、情報誌をお送りしていますので、

庁舎等へのポスター掲出及び「いわてダ・ヴィンチ 2022」の配架に 

ついて、御協力をお願いします。 

裏表紙： 

俳優 戸塚 純貴 

（盛岡市出身） 

【要旨】 

 これから就職や進路を考える高校生などの若者に、県内で活躍している人の紹介などを通じて、岩手で働き、暮らす魅力を

発信し、「就職するなら岩手」の意識を高めてもらうため、就職促進情報誌「いわてダ・ヴィンチ 2022」を発行しましたので、

お知らせします。また、庁舎等へのポスター掲出及び情報誌の配架について、御協力をお願いします。 

表紙： 
声優 浅沼 晋太郎 

（盛岡市出身） 

【担当】商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 主幹兼移住定住推進担当課長 千田  

電話：019-629-5586（直通） 

資料 12 
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テーマ名 新型コロナウイルス感染症対策について 

項 目 名 － 

部 局 名 復興防災部 

 

現状・課題 

１ 今年に入り、本県においても、新たな変異株であるオミクロン株による市中感染が疑われる複数の感染事例が

確認されたことから、１月８日に「岩手警戒宣言」を行い、基本的感染対策の再徹底を呼びかけた。 

２ それ以降も感染者が増え続け、１月 23 日には、人口 10 万人当たりの新規感染者数が 15 人を超えたことから

「岩手緊急事態宣言」を行い、感染リスクの高い場所への外出自粛や緊急事態宣言やまん延防止等重点措置区域

への不要不急の移動は極力控えるなどを県民に要請した。 

 

県の対策（方向性） 

１ 今後、更なる感染拡大が生じ、医療提供体制に支障が生じる場合には、国に対して「まん延防止等重点措置」

の適用を要請し、飲食店に対する営業時間短縮の要請など、更に強い対策を実施することを検討。 

２ 教育・保育施設における感染事例が多く確認され、クラスターも発生しており、そこから家庭内に持ち込まれ

たことによる感染の広がりが見られることから、家庭に持ち込まない・家庭から持ち出さない取組が重要。 

３ 新型コロナウイルス感染症における問題として、感染リスクの少ない本県においても、多くの個人や事業者

が困難に直面し、困窮していることがあり、このような方々に対するより一層の支援を実施。 

 

資料１-１ 
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1 

 

新型コロナウイルス感染症岩手緊急事態宣言 
 

（改訂）令和４年２月１日   

令和４年１月 23 日   

岩 手 県 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス   

感 染 症 対 策 本 部   

 

期間 

 発出 令和４年１月 23 日 

解除 県内の感染及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況を踏まえて、以下のような

場合に県対策本部⾧が総合的に判断する。 

・ 県内の直近 1 週間の対人口 10 万人当たりの新規感染者数が、10 人を下回った場合。 

・ 新規感染者数の減少傾向が２週間程度継続した場合。 

 

区域 

 岩手県全域 

 

１ 県民の皆様、来県された皆様へのお願い 

（１）外出に係る留意事項 

   混雑した場所や感染リスクの高い場所への外出を自粛すること。 

    

（２）感染が拡大している地域との往来 

  緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域への不要不急の移動※は、極力控えること。  

 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の地域であっても、感染が拡大して

いる地域※との往来は、改めてその必要性を十分に検討し、慎重に判断すること。 

   移動先の感染状況や、都道府県の要請内容を確認し、慎重に行動すること。 

   

※不要不急の移動に該当しない例 

 ・必要な職場への出勤（医療・介護関係者をはじめ県民生活に不可欠なサービ

スの提供に係る業務や、リモート対応が困難な業務等） 

 ・通学 

 ・医療機関への通院 

 ・親などの介護 

 ・就職活動、入学試験 

 

※ 感染が拡大している地域 

直近 1 週間の対人口 10 万人当たりの新規感染者数が 15 人以上の地域 

2 

 

（３）基本的な感染対策の再徹底 

   家庭や職場を含むすべての場における基本的な感染対策を再徹底すること。 

 職場の同僚や友人など親しい間柄であっても、感染対策を徹底すること。 

 特にも重症化リスクの高い方（高齢者、基礎疾患のある方等※）や、幼稚園・保育園・小学

校に通う子どもの同居家族の方は一層の注意をすること。 

   ・ 飛沫防止効果の高い不織布マスク等を正しい方法で着用する。 

   ・ こまめな手洗い、常時マスク及び咳エチケットを励行する。 

・ ワクチン接種後もマスクを着用する。 

   ・ 近距離での会話や大声での発声等を避ける。 

  ・ 室内の換気、湿度の調節を心がける。 

  ・ 毎日の健康確認。体調不良時は外出を避け、電話相談の上で早期受診する。 

   ・ 密閉・密集・密接の重なる三密の場面だけでなく二つあるいは一つだけでも感染リス

クがあることから、それらの要素を伴う会合等を回避する。 

  ・ 会食は短時間で、深酒をせず、大声を出さず、会話の時はマスクを着用する。 

  ・ 感染対策が整っている「いわて飲食店安心認証」 店の利用を推奨します。 

   ・ 他の都道府県から岩手県に来県された方は、来県後２週間は、それまでにいた都道府

県が要請している自粛等を継続※する。 

 

※ 重症化リスクの高い方（高齢者、基礎疾患のある方等） 

新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち重症化しやすいのは、高齢

者と基礎疾患のある方、一部の妊娠後期の方です。 

重症化のリスクとなる基礎疾患等には、 慢性閉塞性肺疾患（ COPD ）、慢

性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患、肥満 、喫煙があります。 

出典：「新型コロナウイルス感染症の“いま”に関する 11 の知識（2021 年 12 月

版）」（厚生労働省） 

 

※ それまでにいた都道府県が要請している自粛等の継続 

例えば、それまでにいた都道府県において、不要不急の外出・移動の自粛等

の要請が出されている場合、本県に来られた後も２週間は、引き続きその要請

等を守っていただくようお願いするものです。（一律に自宅待機などをお願いし

ているものではありません。） 
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（４）PCR 等の無料検査の活用 

感染リスクが高い環境にある方など、感染不安を感じる無症状の県民の方はＰＣＲ検査等

を受けること。 

 

（想定例） 

・ 感染が拡大している地域を往来した方。 

・ 感染が拡大している地域の方と、⾧い時間飲食などを共にしたことなどによ

り感染不安を抱える方。 

・ 仕事などで感染が拡大している地域の方との接触の機会が多い環境にある方。 

 

 

 

２ 事業所・飲食店等・学校・医療機関へのお願い 

（１）事業所へのお願い 

   ・ 従業員の健康状態を記録する。 

  ・ 発熱等症状のある従業員は出勤せず、早期に医療機関を受診する。 

  ・ 昼食時、休憩時を含めて会話時のマスク着用を徹底する。 

  ・ 休憩室、更衣室においてもマスク着用を励行するとともに、密が生じないような過ご

し方を徹底する。 

  ・ 食堂、喫煙室では、マスクを外した会話とならないよう注意する。 

  ・ 在宅勤務（テレワーク）、ローテーション勤務、時差出勤等により、人との接触を低減

する。 

  ・ オンライン会議の活用等により、出張機会を低減する。 

・ 県民生活・県民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者は、県民生活および県民

経済安定のため、業務継続計画の点検を行い、事業の継続を図る。 

 

（２）飲食店・宿泊施設などへのお願い 

   ・ 宿泊施設、飲食店、歓楽街の店舗は、自己点検の上、業種別ガイドラインの遵守を徹

底する。  

   ・ 宿泊施設、飲食店、歓楽街の店舗を利用する場合は、店舗等の感染対策の取組へ協力

する。  

  ・ 飲食店の利用者と従事者は、接触情報、連絡先情報を記録する。 

   ・ 「いわて飲食店安心認証」の取得に取り組む。 
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（３）学校へのお願い 

   ・ 学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル等を踏まえ、基

本的な感染防止対策を徹底する。 

 ・ 校外で行う活動（修学旅行、遠足、社会科の見学、体験活動等。ただし、進学や就職に

関するものを除く。）については、外部との接触がある活動内容を見直し、適切な感染防

止対策を徹底する。 

・ 学校行事を実施する場合は、原則として、校内限りでの開催とする。ただし、卒業式

については、各学校において参加者を限定することで保護者等の出席を可とする。その

際、可能な限り時間短縮をして行う。 

・ 感染が拡大している地域から通学する児童生徒が比較的多い学校については、時差通

学等の対応を検討する。 

 ・ 部活動は「平日のみ」、活動時間は「２時間以内」とし、他校との練習試合等について

は「原則禁止」とする。ただし、直近（１か月程度）に公式大会（高体連・高文連・高野

連等が主催する全国大会等）を控えている部活動については、この限りではないが、必

要性を十分に検討した上で、最小限の範囲での活動とする。 

 

（４）医療機関へのお願い 

  ・ 発熱等の症状のある方に対して積極的な検査を実施する。 

 

３ 県施設・県主催イベントの取組 

・ 博物館、美術館や運動施設など、県施設については、入場整理等により混雑を避けると

いった感染防止対策を徹底しながら運営する。 

・ 特にも屋内運動施設では、利用者に対し、大声での発声を避けること、更衣室等におけ

る人と人との十分な間隔を確保すること、スポーツを行っていない際や会話をする際のマ

スク着用を働きかけることなど、各施設の用途に応じた感染対策を徹底する。 

・ 県主催イベントの開催に当たっては、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との

距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等

に係る行動管理など、感染防止対策を徹底しながら実施する。 

 

 

４ 思いやりの気持ちと冷静な行動のお願い 

・ 感染された方々やその家族などに対する差別、偏見、誹謗中傷は決して許されません。

相手を思いやる気持ちを持ち、冷静に行動しましょう。 

・ 医療関係者をはじめ、県民生活に不可欠なサービスの提供に従事している皆さまに、感

謝と思いやりの気持ちをもって応援してくださるようお願いします。 
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・ 新型コロナワクチンは、本人の意志に基づき接種を受けるものであり、職場や周りの方

への接種の強制や、接種を受けていない方への差別的な扱いをすることの無いようお願い

します。 
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新型コロナウイルス感染症

（改訂）令和４年２月１日

岩手県

岩手緊急事態宣言

概要版
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岩手緊急事態宣言

発出
令和４年１月23日

解除
県内の感染及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況

を踏まえて、以下のような場合に県対策本部長が総合的に判断
する。
・ 県内の直近1週間の対人口10万人当たりの新規感染者数が、
10人を下回った場合。

・ 新規感染者数の減少傾向が２週間程度継続した場合。

期間

区域

岩手県全域
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県民の皆様・来県された皆様へのお願い

混雑した場所や感染リスクの高い場所への外出の自粛をお願い
します。

（１）外出に係る留意事項

（２）感染が拡大している地域との往来
緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域への不要不急の

移動※は、極力控えるようお願いします。

※不要不急の移動に該当しない例
・必要な職場への出勤（医療・介護関係者をはじめ県民生活に不可欠なサービスの提供に係る業
務や、リモート対応が困難な業務等）

・通学
・医療機関への通院
・親などの介護
・就職活動、入学試験
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県民の皆様・来県された皆様へのお願い

緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の地域で
あっても、感染が拡大している地域との往来は、改めてその必要性
を十分に検討し、慎重な判断をお願いします。
移動先の感染状況や、都道府県の要請内容を確認し、慎重な行動

をお願いします。

まん延防止等重点措置区域
群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、
三重県、広島県、山口県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県、沖縄県

直近1週間の対人口10万人当たりの新規感染者数が15人以上の地域※

全都道府県
※１月23日現在の状況。岩手県新型コロナウイルス感染症対策本部調べであり、県ホームページで公開しています。
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※ 重症化リスクの高い方（高齢者、基礎疾患のある方等）
新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち重症化しやすいのは、高齢者と基礎疾患のある方、一部の妊娠後期の方です。
重症化のリスクとなる基礎疾患等には、慢性閉塞性肺疾患（ COPD ）、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患、肥満、喫煙があります。

出典：「新型コロナウイルス感染症の“いま”に関する11の知識（2021年12月版）」（厚生労働省）

県民の皆様・来県された皆様へのお願い

家庭や職場を含むすべての場における基本的な感染対策の再徹底
をお願いします。
職場の同僚や友人など親しい間柄であっても、感染対策の徹底を

お願いします。
特にも重症化リスクの高い方（高齢者、基礎疾患のある方等※）や、幼

稚園・保育園・小学校に通う子どもの同居家族の方は一層の注意を
お願いします。

（３）基本的な感染対策の再徹底

・ 飛沫防止効果の高い不織布マスク等を正しい方法で着用する。

・ こまめな手洗い、常時マスク及び咳エチケットを励行する。

・ ワクチン接種後もマスクを着用する。

・ 近距離での会話や大声での発声等を避ける。
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県民の皆様・来県された皆様へのお願い

（３）基本的な感染対策の再徹底
・ 室内の換気、湿度の調節を心がける。

・ 毎日の健康確認。体調不良時は外出を避け、電話相談の上で早期受診する。

・ 密閉・密集・密接の重なる三密の場面だけでなく二つあるいは一つだけで
も感染リスクがあることから、それらの要素を伴う会合等を回避する。

・ 会食は短時間で、深酒をせず、大声を出さず、会話の時はマスクを着用す
る。

・ 感染対策が整っている「いわて飲食店安心認証」店の利用を推奨します。

・ 他の都道府県から岩手県に来県された方は、来県後２週間は、それまでに
いた都道府県が要請している自粛等を継続※する。

※ それまでにいた都道府県が要請している自粛等の継続
例えば、それまでにいた都道府県において、不要不急の外出・移動の自粛等の要請が出されている場合、本県に来られた後も
２週間は、引き続きその要請等を守っていただくようお願いするものです。（一律に自宅待機などをお願いしているものでは
ありません。）
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県民の皆様・来県された皆様へのお願い

（４）PCR等の無料検査の活用

（想定例）

・ 感染が拡大している地域を往来した方。

・ 感染が拡大している地域の方と、長い時間飲食などを共にしたことな
どにより感染不安を抱える方。

・仕事などで感染が拡大している地域の方との接触の機会が多い環境にあ
る方。

感染リスクが高い環境にある方など、感染不安を感じる無症状の県
民の方はＰＣＲ検査等を受けていただくようお願いします。
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事業所・飲食店へのお願い

（１）事業所へのお願い

・ 従業員の健康状態を記録する。

・ 発熱等症状のある従業員は出勤せず、早期に医療機関を受診する。

・ 昼食時、休憩時を含めて会話時のマスク着用を徹底する。

・ 休憩室、更衣室においてもマスク着用を励行するとともに、密が生じな
いような過ごし方を徹底する。

・ 食堂、喫煙室では、マスクを外した会話とならないよう注意する。

・ 在宅勤務（テレワーク）、ローテーション勤務、時差出勤等により、人
との接触を低減する。

・ オンライン会議の活用等により、出張機会を低減する。

・ 県民生活・県民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者は、県民生
活および県民経済安定のため、業務継続計画の点検を行い、事業の継続を
図る。
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事業所・飲食店へのお願い

（２）飲食店・宿泊施設などへのお願い

・ 宿泊施設、飲食店、歓楽街の店舗は、自己点検の上、業種別ガイドライン
の遵守を徹底する。

・ 宿泊施設、飲食店、歓楽街の店舗を利用する場合は、店舗等の感染対策の
取組へ協力する。

・ 飲食店の利用者と従事者は、接触情報、連絡先情報を記録する。

・ 「いわて飲食店安心認証」の取得に取り組む。
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学校へのお願い

（３）学校へのお願い
（県立学校）

・ 学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル等を踏まえ、
基本的な感染防止対策を徹底する。

・ 校外で行う活動（修学旅行、遠足、社会科の見学、体験活動等。ただし、進学や就
職に関するものを除く。）については、外部との接触がある活動内容を見直し、適切
な感染防止対策を徹底する。

・ 学校行事を実施する場合は、原則として、校内限りでの開催とする。ただし、卒業式
については、各学校において参加者を限定することで保護者等の出席を可とする。そ
の際、可能な限り時間短縮をして行う。

・ 感染が拡大している地域から通学する児童生徒が比較的多い学校については、時差通
学等の対応を検討する。

・ 部活動は「平日のみ」、活動時間は「２時間以内」とし、他校との練習試合等につ
いては「原則禁止」とする。ただし、直近（１か月程度）に公式大会（高体連・高文
連・高野連等が主催する全国大会等）を控えている部活動については、この限りでは
ないが、必要性を十分に検討した上で、最小限の範囲での活動とする。

（市町村立及び私立の小学校・中学校・高等学校）

・ 県立学校の取組に準じて対応する。
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医療機関へのお願い

（４）医療機関へのお願い

・ 発熱等の症状のある方に対して積極的な検査を実施する。
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県施設、県主催イベントの取組

・ 博物館、美術館や運動施設など、県施設については、入場整理
等により混雑を避けるといった感染防止対策を徹底しながら運営
する。

・ 特にも屋内運動施設では、利用者に対し、大声での発声を避け
ること、更衣室等における人と人との十分な間隔を確保すること、
スポーツを行っていない際や会話をする際のマスク着用を働きか
けることなど、各施設の用途に応じた感染対策を徹底する。

・ 県主催イベントの開催に当たっては、「三つの密」が発生しな
い席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イ
ベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る行
動管理など、感染防止対策を徹底しながら実施する。
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思いやりの気持ちと冷静な行動のお願い

・ 感染された方々やその家族などに対する差別、偏見、誹謗中傷
は決して許されません。相手を思いやる気持ちを持ち、冷静に行
動しましょう。

・ 医療関係者をはじめ、県民生活に不可欠なサービスの提供に従
事している皆さまに、感謝と思いやりの気持ちをもって応援して
くださるようお願いします。

・ 新型コロナワクチンは、本人の意志に基づき接種を受けるもの
であり、職場や周りの方への接種の強制や、接種を受けていない
方への差別的な扱いをすることの無いようお願いします。
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自宅療養の実施について 

 

１ 自宅療養環境の整備 

 感染急拡大により、病床や宿泊療養施設の使用率が増加していることから、高齢者や基礎疾患を有

する方などに必要な医療を適切に提供するとともに、救急医療などの一般医療への影響を最小限に止

めるため、地域の診療・検査医療機関、いわて健康観察サポートセンター等による健康観察、医療支

援等の体制を県医師会等と構築し、自宅療養を行います。 

 

○ 自宅療養までの対応 

項 目 内 容 

① 対象者 ・無症状者や軽症者のうち、患者の状態を評価し、入院等の必要がないと判断さ

れた方（概ね 50 歳未満で、基礎疾患がなく、BMI が 30 未満など、重症化リス

クが低い患者） 

・一人暮らしや個室での管理ができるなど、家庭内感染のリスクが低い患者 

② 患者への 

  対応 

・パルスオキシメーターの貸与 

・自宅での健康観察の実施（診療・検査医療機関、保健所、「いわて健康観察サポ

ートセンター」（設置調整中）等） 

・生活支援が必要な場合、県で調達した食料品を配付 

 

２ 受診から自宅療養までの流れ 

 
  

 

３ 県民の皆さんへのお願い 
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資料４ 

テーマ名 新型コロナウイルス感染症対策について 

項 目 名 新型コロナワクチンの接種体制確保について 

部 局 名 保健福祉部 

現状・課題 

１ 国では、オミクロン株の感染拡大により、３回目接種を前倒しするとの方針を示しており、重症化リスクの高い高齢者

をはじめ、希望する県民が速やかに接種することができるよう、市町村の接種体制確保の支援が必要。 

２ 先般、総務省が取りまとめた２月末までの希望者への接種終了見込みについて、県内では全ての市町村において接種が

終了する見込み。 

３ 市町村が計画的に接種体制を構築することができるよう、国による十分な量のワクチン供給・確保のほか、中長期的な

供給見通しについての早期の情報提供が必要。 

４ 県内では、１月 23 日時点で、12 歳以上人口約 112 万人のうち約 10.5 万人（9.4％）が１・２回目未接種となっている

が、希望する方が速やかに接種を受けることができるよう、県全域での接種機会の確保が必要。 

５ 国では早ければ３月から、５歳から 11歳までの小児への接種を開始するとしているが、小児科医が不足する地域では、   

市町村単独で接種体制を確保することが困難なため、郡市医師会単位で広域的な接種体制を構築することが必要。 

県の対策（方向性） 

１ 市町村の接種体制を補完するため、２月 26日の週から順次、接種対象者が多い、県央・県南地域において県の集団接種

を当初予定より２割拡大（１万２千回）のうえ実施するほか、その他の地域においても医療従事者の広域派遣調整や先進

事例の横展開などにより、接種の加速化に向け接種体制確保を支援。 

２ 県内では全ての市町村において、２月末までの希望者への接種が終了見込みとなっているが、国の３回目接種の前倒し

の方針を踏まえ、県としても関係機関等と連携し、市町村の接種の加速化を支援できるよう、県医師会や関係医療機関に

対し、３回目接種の円滑な実施について協力を依頼。 
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資料４ 

 

３ 市町村の計画的な接種体制構築を支援するため、１・２回目接種と同様に、ワクチンの市町村間の配分調整に取り組む

とともに、十分な量のワクチン供給や中長期的な供給見通しを早期に示すよう、国に対し継続して要望を実施。 

４ １・２回目未接種者の接種機会を確保するため、岩手県予防医学協会にワクチン接種センターを開設し、12 月中旬から

週１回のペースで接種を実施しているほか、２月下旬に開始する県の集団接種でも継続して接種を実施。 

５ 小児の接種体制を構築するため、県医師会と連携し、郡市医師会単位で協議の場を設置するよう市町村に働きかけてお

り、地域の課題等を踏まえ、医療従事者の広域派遣調整や副反応等の相談体制を確保。     
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 資料５-１ 

テーマ名 新型コロナウイルス感染症対策について 

項 目 名 事業復活支援金について 

部 局 名 商工労働観光部 

 新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した中小法人・個人事業者に対する支援策である「事業復活支援金」の

申請受付が１月 31日（月）から開始。 

１ 事業復活支援金の対象要件等 

(1) 対象業種 

  全業種（農林水産業者も対象） 

※ 地域企業経営支援金：卸売業、小売業、サービス業（飲食店・宿泊業含む）に限定 

(2) 売上減少要件 

  令和３年 11月から令和４年３月の間のいずれかの月の売上高が、前年又は前々年の同月と比較して「50％以上」 

又は「30％以上 50％未満」減少していること 

     ※ 地域企業経営支援金：単月なら前々年同月比 50％以上、連続する３か月の合計なら前々年同期比 30％以上減少 

(3) 支給額 

  ① 売上高減少率が 50％以上は、50万円（個人事業者）～250万円（年間売上高５億円以上の法人） 

  ② 売上高減少率が 30％以上 50％未満は、30万円（個人事業者）～150万円（年間売上高５億円以上の法人） 

     ※ 地域企業経営支援金：30万円～150万円（岩手緊急事態宣言の期間を含む場合は 40万円～200万円） 

２ その他 

地域企業経営支援金については、事業復活支援金との重複支給を回避するため、対象月を10月までとし、 

１月14日（金）を以て申請受付を終了。 
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 資料６ 

テーマ名 新型コロナウイルス感染症対策について 

項 目 名 いわて旅応援プロジェクト（第２弾）について 

部 局 名 商工労働観光部 

１ いわて旅応援プロジェクト(第２弾)の概要 

 (1) 実施期間 

令和３年10月１日（金）から令和４年３月10日（月）宿泊分まで 

 (2) 割引等対象 

岩手県、青森県、宮城県及び秋田県の居住者（令和３年12 月11日から隣県拡大） 

※１ 青森県居住者は、青森県がまん延防止重点措置の適用となった１月27日から割引を停止済 

※２ 秋田県居住者は、秋田県からの要請に基づき、新規予約の受付のみを１月27日から停止済 

 (3) 事業内容 

・  県内旅行の宿泊代金等を宿泊施設又は旅行会社で割引（旅行商品代金の50％、１人当たり５千円が上限） 

・  土産物店等で利用可能な２千円のクーポン券を宿泊施設又は旅行会社で配布 

 (4) 感染対策（割引条件） 

宿泊施設・旅行会社は宿泊・出発前時に、対象者の「予防接種済証等」又は「検査結果通知書」の確認 

が必要 
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 資料６ 

２ いわて旅応援プロジェクト（第２弾）を一時停止する場合の運用 

本県がまん延防止等重点措置区域（以下「重点措置区域」という。）となった場合の「いわて旅応援プロジェクト 

（第２弾）」については、重点措置区域となった日の翌日午前０時から新規予約の受付を停止し、さらに重点措置区域 

となった日の８日後から既存予約分についての割引及びクーポン配付を停止する。 

 (1) 停止対象 

    岩手県、宮城県及び秋田県の居住者 

    なお、青森県居住者は、青森県がまん延防止重点措置の適用となった１月27日から割引を停止済 

 (2) 新規予約受付の停止 

    重点措置区域となった日の翌日午前０時から新規予約の受付を全て停止 

    なお、秋田県居住者は、秋田県からの要請に基づき、新規予約の受付のみを１月27日から停止済 

 (3) 既存予約分の割引の停止 

    重点措置区域となった日の８日後の宿泊・日帰り旅行分から割引を停止 

 (4) キャンセル料の取扱い 

     重点措置区域となった日から７日後までにキャンセルの 

申し出があった予約を対象に、約款等に基づくキャンセル料 

相当額を県が負担する（予約者のキャンセル料負担なし）。 

 (5) 再開時期 

     重点措置区域が終了した日の翌日の午前０時から再開する。 

   なお、感染状況等によっては、重点措置区域の終了後も一時停止を延長する場合がある。 
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